
　　　　住民基本台帳

ネットワークシステムの・

　　　　　　　　概要

住民基本台帳ネットワークシステム推進協議会

住民基本台帳ネットワークシステム全国センター



目　　次

1「住民基本台帳ネットワークシステム』とぱ？

　1　住民基本台帳ネットワークシステム構築の目標とスケジュール・

　2　住民基本台帳ネットワークシステムを担う機闊の役割分担・…・

　3　住民基本台帳ネットワ噛クシステムのメリットー・

，

4
6

2「住民基本台帳ネットワークシステム』の概要

　て　概要一

2
3
4
5

帯町村システムの特徴・

都道府県シスデムの特徴・

指定情報処理機関システムの特徴

住民基本台帳カードの特徴……

7
8

10
12
14

3r住民基本台根ネットワークシステム」の業務の流れ

　1　住民票の写しの広域交付の流れ・

2
3
4
5

転入転出の特例処理の流れ…・・

本人確認の流れ…

住罠基本台帳力｝ドの交付の流れ……

国の行政機関等への本人確認情報の提供・

｛6

18

・20

・21

・22

4r住民基本台帳ネットワークシス考ム』の運用の流や

　i　共通蓮用時間帯…・・一

　2　システム運用・・

　3　システム運用体制……『

　4　⊃一ルセンターの設置と役割・…

・24

・26

・26

・28

5個人情報保護のための施策
　1　制農（法台）、技術、運用の3つの側面…・

　2　制度面（法令）による個人情報保護対策…

　3　技術面によるトータルセキュリティ対策・一

　　A　システムのセキュリティ対策残…・…

　　B　ネットワークのセキュリティ対策……

　　0　住民基本台帳カードのセキュリティ対策・

　4　運罵面による個人情報保護対策…一…

・29一

・30

・31

・32

・33

・34

・35

6r改正住民基本台帳法』の骨子と稼働スケジュLル・ ・36

華一



馨．礁壕萎強張惣嬢；之泌云ゑ感ζ1む

1住民基本台帳ネットワークシステム構築の目標とスケジュール

　デジタル・ネットワーク社会の急速な進展の中で、住民負担の軽減・住民サービスの向上、国・地

方を通じた行政改革のため、行政の高度情報化の推進が必要不可欠です。

　住民基本台帳ネットワークシステム夢（以下「住基ネッ下ワークシステム」という。）は、こうした要

請に応えるための基礎となる全国規模で本人確認を効率的に行うシステムです。

　住基ネットワークシスチムを構築する趣旨は、改正住民基本台帳法’の提案理由説明において、r注

民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、住民票の記載事項

として新たに住民票コードを加え、住民票コードを基に市町村の区域を越えた住民基本台帳8に関する

事務の処理及び国の機関等に対する本人確認情報寧の提供を行うための体制を整備し、あわせて住民の

本人確認情報を保護するための措置を講ずること。」とされています。

《》r嘩ネットワークシステム』構築の2つの目的と3つの鶏顯

帳カードヰ

）の活用

　／’　　　　　　　　　　　　　　、＼％

／法律碇める行政機＼
　関（国・地方公共団体　1・

藷懸本人確言ソ

r用語解説』について　　掌の付いた罵語にっいて、担外で説明しています．

●住民基本台帳ネットワークシステム’

　改正住民躰合帳法に基づき整備きれる．市

町誓の区域を起えた住民基‡台帳に関する事

務の処理や国の行政機闘…芋に対する本人確認

情報の提朕芒行うた菊の全国規模のネットワー

クシステム，

●改正住民基本台帳法

　昭和42年7月に闘定された住民基本台娠法

は．時代や社会の蝶移によリ鰹か蝕正されて

いる．ここでは平成11年8月に行われた」住民サ

ービスの向上と得政事務の効箪化を目的とした

『住民基本台蛋ホットワークシステ勾の樗簗等

を巨的とする齪を射．

●住民基本台帳

　市町甘に欝いて噂住民の居住埆擦の公凪住

民票の写しの交付な～訊選挙人名璋の臨そ

の池の住民に関する亭務処理の基礎となる台

幅

一1・



⑬輌村の区域を越えた住購本台幅に蘭する事務の処理

　　（1）住民票寧の写しの広域交付

　　に載せている情報を電子情報として市町村間で送信す

　　るので、転入地市町村窓ロに≦回出向いて住民基本台帳

　　カードを添えて転入届を提出するだけですみます。

、法律で定める行政機関（国・地方公共団体等）仁対する本人確認

’　情報の提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　改正住民基本台帳法に規定された行政機関個・地方公共回体等｝に提供される情報は、r本人確認情・

　　　報jに限定され、利用される事務の分野も法律で明確に規定されています。また、r本人確認情報」

　　　の提供を受ける行政機開は、目的外の利用を禁止されています．

　　　　r本人確認情報」を利用できる事務は、ω継続曲に行われる給付行政、〔2）資格付与の分野で国民

　　　に関係の深い行政事務であり、住民基本台帳法の別表に規定されているものに限定されています（表

　　　1及び表2に示した事例は、住民基本台帳法の別表から抜粋したものです。）．

表1給付行政に関する事例

　　　行政機関

国家公務員共済組合連舎会、

厚生労働省

都道冠県知事

・共済年金の支給（国家公務員共済継合法、地方公務員等共済組合法等1

・戦傷病者遺族に係る遺族年金等の支給（鞍傷病者戟没者遺族等援護法》

・業務災害・通勤災害に関する保険給付（労働考災害補償保険法1

表2資格付与に関する事例

・“行敬ぶ機関’ 〆’　　　　　　　　　．i事　　務ド内i3購容・き酷罫露’塘”

総務省 ・無線局の許可1電波法1

国土交通省 ・不動産鑑定土の登録杯動産の鑑定評価に開する法律1

国出交通省または

都道府県知事

・建設業の許可健設業法1

・宅地建物取引業の免許（宅地建物取引業法1

・旅行業の登録臓行業法｝

・建築士の免許健築士法1

気象庁 ・気象予報士の登録1気象業務法1

都道府県知事 ・一般旅券の記載事項の訂正等1旅券法1

都道府県知事 ・宅地建物取引主任者資格の登録1宅地建物取引無法》

市町村の選箏管理委員会等
・同一都道府県の区域内に住所を移した者の当該都道府県の選挙の選挙権の確

器1公臓選挙法1

●本人確認情報

　住茎ネ7トワ→シス予ムにおいて、都道府

県、指定煽置処理笹関に昆録・保盤ね行政

機関に長供される㈱は、①氏名、②生年月

目、③注別、④住翫⑤住民票コ→監⑥腕情

幸田＝限らねこれらを「本人漉舳といラ。

●住民基本台帳カード

　住民1よ住所地市町村に申講すれ砥住民基

‡台塵カードの窯想を受けられる。蛉カー鮮形試

のこのカー桝亀住民票の写しの広域交撞馬転

入戯の棚垂の劇こ鯉となるぼか、葡町
甘長が条例で定める目的に利用できるなどしさ

まぎ紡＝廿一ビスに判用できる，

一2。

●住民票
　市町材の住民について。儲人又は世帝単

位に氏名、生与月日、圃、世斎主の氏名と

置斎主との綾携．戸籍の盈示、住民となった

年月目、住所．扁入者の屋出期臥選挙人
憂鋒」目民健厩艮険の敏保険者。介震県険

の按像険雪、国民年金の敏民険者．児星手

当の実給を畏けている者の茸格に関するξ

項等を記鼓したもの．これを集めたものが住

民蓄本台蝿なお．平虜11年3月の住民基
本台帳法の改夏により住民票コードの㍑鑓
が追加された．



1『住民鉢台帳ネ7トワ～クシステム』とは？

爵住民基本台帳かド（lcカ＝ド）の活用
　　　　住民基本台帳カードは、高い安全確保機能催膏する℃カードとし、住民の申請により市町柑長が

　　　交付します。これを持つことにより、以下のサービスが便利に受けられるようになります。

　　　（つ住民票の写しの広域交付

　　　　　全国どこの市町村でも住民票の写しの李付を受けられます。

　　　（2転入転出の特例処理
　　　　　r付記転出届」を転出地市町村に郵送することによりr転出証明書」なしで転入届ができます。

　　　（3）条例による市町村独自の利用

　　　　　市町村が条例で定めるところにより、カードメモリの空き領域をi活用して必要な情報を記録レ多目

　　　　的に独自の行政サービスを行うことがぐき奉す（例：印鑑登録証明事務も，福撃サービス、公共施設の利

　　　　用予約等）。

　　　（41窓口における本人確認

　　　　　市町村等の窓□において、住基ネットワークシステムを通じて、居住する市町村の住民であるこ

　　　　とを確認できます。

　　　（51市町村民証明書
　　　　　験脆の住腿本鎌カード（†5ページ⑧肱蘭服護説して瀧することも魯能

　　　　となります．

⑳　　　今後の活用　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　住基ネットワークシステムは、β一Japan重点計画に墓づく電子政府・電子自治体の実現への不可

　　　欠な基盤です。

　　（1）公的個人認証サービスに活用

　　　　住基ネットワークシスデムから纂動等失効情報を提供するなど重要な役割を果たします。

　　（2）申請・届出等手続のオンライン化に活用・．

　　　　幅広い行政分野に住基ネットワークシステムから本人確認情報葎提供することにより、行政手続の

　　　オンライン化に際しての住民票の写しの添付を省略することが司能となります。

⑫　　　住基ネットワークシステムの稼働スケジュール
　　　●一次稼働（平成材年8月5日）　　　　　　　　　　　，
　　　　公布の日から3年を超えない範囲内において政令で定める目から実施するシステムリ基本的部分

　　　　・住民票コードの住民粟への記載

　　　　・市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知

　　　　・都道府県知事から指定情報処理機関融への本人確認情報の逼知

　　　　・行政機関（国・地痘公共団体等）「への本人確認信報の提供　　　　など

　　　●二次稼働（平成づ5年8月予定）

　　　　公布の日から5年を超えない算囲内において政令で定める日から稼働する部分

　　　　r住民票の写しの広域交付

　　　　・転入転出の特塑処理

　　　　・住民基本台帳カードの交財　　　　　　　　　　　　　　　　　など

●転入転出の特例処理
　住民基本台帳カードの交付を受けている住

民が．弛の市町討に転笛する場台、丘＄地市

町村あてに『付記転出雇』を郵送等により提出

し、灘灘に住民基本台提カードを猷
て転入届を…是出する処理のことをいう暫これに

より窓口には転入地市町村に1回出向くだけで

よくなる．

●指定情報処理機関
　都這府県のr本人確認情報』の処理霜の一

部を彷急め、鰍臣によワ藷定された観
都道府県fよ「本人確認情戴」の処理峯務の一部

を指定情報処理提闘に委任することができる．

平成11年：1月．指定情報処理擬閏とむて財団

法人地方自治情報センターく㈹E①が指定さ

れた，

り3一



2住民基本台帳ネットワークシステムを担う機関の役割分担

　住基ネットワークシステムの整備にあたっては、挙民の個人情報を適切に送受信するた

めに、市町村、都道府県及び指定情報処理機関それぞれの組織の役割・，業務を明確にして

おく必要があります。また、大切な個人清報が不正に漏れたり、消されたり、書き換えら

れたり、壊されたりしないように、高い信頼性・安全性を確保するため、最適なシステム機器

をそれぞれの機開に導入しています，

⑬住基ネットワークシス弘の轍図
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1r住民基本台帳ネットワークシステムJとは？

《》市町村・髄府尉旨定鰯処理翻の躍

　住基ネットワークシステムの導入にあたり、まず、市町村では、班存住基システム事と住基ネットワークシ

スチムとの橋渡しをするコミュニケーションサーバ（CS）“力噺たに設置されます。また、都道府県では都道府県

サーぺ指定情報処理機闘では、全国サーバ及びコールセンター寧が、それぞれ設置されます。

既存住基システム　　　　C＄

［役割］

　・既存住基システムと連携し

　た住基ネットワークシステ

　ムの構簗と運営

［業務面・運用面］

　・住民基本台帳の菅理

　・C　S内の本人確認情報の管

　理
　・住民票の写しの広域交付、

　転入転出の特例処理、住民
　基本台帳カードの交付など

　・市町村長から都道府県知事

　への本人確認情報の通知
　・C　S運用管理（障書時の一

　’次対応）

　・本人確認擶報処理事務等の

　実漉に関する苦情処理

　E

都道府県サーバ

［役翻

　・市町村及び指定情報処理機

　開と連携した住基ネットワ
　ークシステムの構築と運営

［業務面・運用面】

　・都道府県内住民の本人確認

　情報の記録・保存
　・都道府県の執行機聞等への

　本人確認情報の通知
　・指定情報処理機開への本人

　確認情報の通知
　・都道府県サーバの運用管理

　（璋書時の一次対応）

　・本人確認情報の開示請求、

　．訂正の申出への対応

　・本人確認情報処理事務等の

　実施に開する苦情処理

全国サーバ　　　　⊇一ルセンター

［役割］

　・全国的、専門的1こ一括して

　処理を行った方が適当な
　享務について、都道府県知

　事の委任を受けて実施

［業務面・運用面］

　・宝国の住民の本人確認情報

　の記録・保存
　・行政機関への本入確認情報

　の提供及び国の機関等へ
　の提供状況の報告
　・委圧都道府県知事1こ対する

　技術的助言及び情報の提

　供
　・全国サーバ等の運用管理

　・本人確認情報の開示請求、

　訂正の申出への対応
　・本人確認情報処理事務等

　の実施に関する苦情処理’

●既存住基システム
　麟の「住民甚本台帳電耳疑理システム」の

陥』市町揖の住民基本台帳耳務のために、すで

に1コンビュータを導入Lデータベース化されて

いるシステムの二と，

●：コミュニケーションサーバ（CS）

　布町村5こ舐1二設置されている住爵基本台帳事

務のためのコンビュータと住善ネットワ→シス

テムとの鞭し琶するために新惣離する＝竈ン

ピュータをコミュニケーションサrバ〔CS）という．

●コールセンター

　指定脩報処理機関内に設置される施置，
寅町握及び都道膚県からの住基ネットワーク

システムの障晋運諮や間合せを一元的に受
付げ対応する．

一5・



3住民基本台帳ネットワークシステ・ムのメリット

　高度情報通信社会の到来に適切に対応し、住民基本台帳のネットワーク化を図ることにより、

住民と行政との双方に多様なメリットが生じます、大きく分けて、①住犀負担の軽減彰サービス

の向上、②国、地方を逼じた行政改革、という2つのメリットが挙げられます。

㊨住民の負担を轍Lサービスの向上が図れ就

住民負担の軽減と

サービスの向上

①共済年金などの現況届の原則廃止、各種資

　格の申請時の住民票の写しの添付等の省

　略が可能となります。

②全国どこの市町村でも住民票の写しの交

　付が受けられるようになります。

⑧転入転出の手続きが簡単になります。

住民基本台帳カード利用に

　よるサービスの向上

①窓口手続がスピードアップします。

②全国どこの市町村でも住民票の写しの
　交付が受けられ、転入転出の手続きが簡

　単になります，

③市町村が条例で定める独自の多様なサ
　ービスを受けることができます．

④写真付きのものは、市町村民証明書とし
　て活用することも可能となります．

⑤住民基本台雌カードでrなりすまし転
　出」等の不正行為を防止できます。

爵国・地方を通じた行政改鄭進みま貌

地方公共団体

①転入通知情報を住基ネットワークシステ

　ムを逼じて送信できるようになるなど、，

　市町村の窓口業務の効率化か魑れます。

②災害時における住民基本台帳のバックア

　ッブとなります。

行政機関（国・地方公共団体等）ン

①恩給、年金などの受給者や各種資格の申

　請者の確認事務等の効率化が図れます。，

②受給者や資格者などの現況や住所変更

　を確実かつ迅速に把握できます。

　　一一一嘲1
ヤー1　　　　』一ア
　、　　　　　，　　　　　’
　、一　　　　　
　　、　　　　’
　　　、’

住基ネットワークシステムは、e－Japan重点計画に基づく電子政府・電子自治’

体の実現への不可欠な基盤となります。
　公的個人認証サービスの実施にあたり、住基ネットワークシステムから異動等失効情報を提供

　するなど重要な役割を果たします。

　幅広い行政分野に本人確認情報を提供することにより、行政手続のオンライン化に際しての住

　民票の写しの添付を省賂することが可能となります。
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2駐量萎杢食転宏γ嫉7＝二2とる元ム昆の概ii藝、＿

1概要
　住基ネットワークシスチムの構築にあたり、人為的な不正行為、障害及び災害時にあっても、行

政サ：一ビスが溜ることのないように、①ネットワーク、②サーバ、③住民基本台帳カードのそれぞ

れの構成要素に、高い信頼性と安全性を備えたシステムを実現しています。

O住基ネットワークシステムの構成黙

　　　●ネットワーク

　　　●CS
　　　●都道府県サーバ
　　　●全国サ』バ

　　　●住民基本台帳カード

一㊤ネットワークの腰図

　　　　　　《市町村》

既醐成

匿罹住畢

システム

既硬住垂

システム

膳住垂
システム

殿聲住罫

システム

霞龍塁
怒テム

　1新規据成

十
　l　F

　　　CS・　I

　i

　！

　l　F　麓
　多

　i

I　F鐸’

｛

I　F蕊、

｝l
lF噺
｝
l　F

　w　CSl　　　甲㌔7』1

『1

F

F

F

F

F

《都道府県ネットワーク｝

胸
　　A県のサーバ，F

F
露のサーバ

栓国ネットワrク》

鞄飼＿
鱈定情張処理
握開のサーバ

剛

　　　　鰭腫　　吋，　F　　　　F　C県のサーバ

　　　　嬰　　　　　　塾
⑬ネットワークの信頼擁保
　　　　ネシトワークは専用回線を利用して構築しています，また、ネットワーク障害による業務停止の

　　　可能性をできる限り排除するため、市町籾（一部を除く）、都道府県及び指定情報処理機関のネット

　　　ワーク機器及び専用回線について二璽化を行っています。
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、

2市町村システムの特徴

市町村システムは、全国aoOOを超える全市町村で整備され、住基ネットワークシステムに係る事

務に利用されます．特徴としては、①幅セキュリティシステム、②メンテナンス性重視の高い信頼性、

③既存住基システムとの親和性の高いシステム、④操作性・運用性を追求したシステム、などが挙げ

られまず。

⑬市晒シス弘の腰図

．難譲麟灘1藥譲難羅嚢犠鰭難繋
①CS

　　彙塾
ルータ　⑤　　④
　　都道層県ネ　住民基本台帳　ファイア
≦、．　ットワーク　　カード発行機　　つオー’レ

　　接銃用フア
　　イアウオール

　ブリンタ　　ルータ

　　　　②業務蘇
K》カー。　・　　　””●g　I＿

口於　 沢ロ
謬講多酵撃

　　　リーダ■ライタ

支所・出張所

ル嚇タ　　　　ブリンタ

　　　　購℃カザ圃　　 講

轟藁差’【
　　Pカード
　　リーダ／ライタ

・一・1樺曝襟ワ毒ゲ『

⑬市町村システムの螺構成と鞭

番号．

①

・∫機”器一名： 　　　　　　　＝…”機，器　’概二㍑漢1｝毒，1：、IF・、、｝，、ε、．．．．

本人確認情報を記録し、既存住基システム、都道府県サーバ、曲市町籾CSとデー

タ交換を行うためのサーバ．外部からのこじあけ箒に対して防御性に優れた耐タン
パー装置を内蔵。耐タンパー装置は通信時の相互認証及びデ占タの暗号化に必要な

情報を保管管理

一8一



2「住民基寧台娠ネットワークシステム」の鞭

《》高セキュリティシス塾

　　　　市町村システムで管理される7一タの安全保護対策、不正アクセスの防止策には、最新の認証技術

　　　や暗号化技術を採用し、データの盗聴、改ざん、破壊及び盗難、端末の不正利用及びなりすまし等を

　　　防止します。具体的な対策は次のとおりです。

　　　　　　操作者用蛉カード準による認証とシステムヘのログイン認証

　　　　　　操｛乍者単位にデータのr読み取りJ　r書き込み」r実行」等のアクセス権限を設定

　　　　　　ネットワーク上を流れるすべての通信データの暗号化を実施　　　　　　・　　　　　など

　　　　　　　　　　　　　　ド　　　メンテナンス性重視の高い信頼性

　　　運用後の市町村システムの安定稼働を目指します。

　　　（11ハードウエア対策

　　　　　　ハードディスクをRADシステム辱により冗長化

　　　　　　無停電電源装置（UPS〉噸により・瞬断及び停電時の影響を排除

　　　　　　CS本体のクラスタ構成寧による二重化、あるいはリガバリサーバ鵬の設置により。継続運用を実

　　　　　　現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
　　　｛2）ソフトウエア対策

　　　　　　本人確認情報整合機能によりデータの信頼性を確保

　　　　　　指定情報処理機関からファイルデリバリ機能寧によりソフトウェア資源を配信して、メンテナン

　　　　　　ス性を向上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

⑫r既存住基シス弘』との親和性の高し・システム

　　　　既存住基シズテムとCSとの連携方法は、各市町村の取り扱う情報量をi考慮し、鱈回線接続方式”

　　　と’‘媒体交換方式”のいずれかが選択できます．さらに“回線蟄続方式叩はメッセージ転送方式零かプァ

　　　イル転送方式’かを選択できます．

　　　（1）既存住基システムのさまざまな導入形態に対応した最適なCSの設置形態を実現します。

　　　②連携する頻度、データ量を踏まえて既存住基システムのハード・ソフト環境にaわせた連携方式

　　　　　を実現します。

⑬操鮭運用性藁求したシステム
　　　　実際に業務に携わる職貝の視点から、住民基本台帳事務としての一連の手続きぐシステム操作手順

　　　を整理し、わかりやすく操作性のホい画面構成、画面展開を実現します。

●操作者用ICカード
　住基ネットワ→システムの菓務アブリケー

　ションを起馳するとき、操作者が‡入であるか

　どうかを認簸じ諏潟“できる！Cカードをいう，

●RAIDシステム

　R艦6ロada融A眉殖yofh蝋p馴面陥Db㎏の
　路．低コストのハードディスクを裡数台並ぺ、こ

れにデ｝タを分散して記録し，アクセスを分致

させることにより、高遠、大容最で信頒住の1寓

いディスク装置を実現するための撲術のこと．

●無停電電源装置（UPS）

　じn而惚rrup5blo　Pow齪5叩plソの略陰バツク

アツブ用の電池老内部に持ち、停電時でもシ

ステムをそのまま牲動で音るようにする装置

のこζ

　システムを数分間穣動できる程度の容量

の電池をもち、この問にシステムを安全にシ

ャットダウンする。

●クラスタ構成
　障害対策のためにあたかも一っのサーパ

に見えるよう『：構碇された複致のサーバを指

す，

●リカバリサーバ

　1台の紫一バがダウンしても、自動あるい

　は芋動により処理内容を引経ぐもう“台のサ

ーバのこと．
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3都道府県システムの特徴

　都道府県システムは、都道府県内の住民の本人確認情報を記録・保存するとともに、市町村システ

ムと指定情報処理機闘システムとを結ぶ重要な中継機能を持ちます，特徴としてな、①高セキュリテ

ィシステム、②高信頼性システ瓜③システム利用者支援・などが挙げられます。．

⑬髄府県システムの鞭図

灘羅蕪鰻翼騰鞭鰻難、
1①都道府県サーバ　　　　　　l

i國　　iブリンタ 　　　　　　ブリンタ
②業蕩茜末繍カード

　諄．．　リーダ　 ……

　　　ライタ
1一酵塾

　　　■④都鰍も！£国字ットワーク
　　　　撞続用ファイアウォール

ルータ

　　　　　ルーファイア

ウォール

　　　障カード
　　　リーダ／　　些

量拳・
購末　　 ブリンタ

・樹先機関’

レータ

ブリンタ

’都道辱礁嘩鯉坪一ク

㊨1騨府県システムの機器轍と鞭

番号’ぎ 潔機：1器・・名 マf・も　　　　　一　　　　1狂熱辱凌’へ論導く壷i贈＝階幾臼

① 都道府票サーバ 都道府票内の市町村住民の本人確霧情報を管理するサーバ，サーバはフォルトトレラント構

成’またはクラスタ構成を探用駄磁気ディスクのミラーリング’等により高信頼性システ

ムを突現。検索サブシステムと業務サブシステムで携成

㊤ 業務端宋 都道府県サーバの業務処理を行う装置本人確認をはじめとした都道窟県における各種

業務の操作を実施

⑨ ℃カードリrダ／ライタ 注民基本台帳カード及び操作者用℃カードの読み書き用機器

④ 都道府県／皇国ネットワーク

籔用ファイアウオール

都道府県／全国ネットワーク上からの不正侵入を防止する注基ネットワークシステム専

用の機器

●ファイルデリパリ機能

　遠隔地のサrバや蟷家に対して、ブログラ

ムや股定データなどの7アイルをネ7トワーク

を通じて配財る糧能のこと．

●メッセージ転送方式

　コンビュー・タ局でネットワークを介して運信

を行うときに．メッセージと呼ばおるあらかじ

め決められた割卸文をやりと9することにより

拠理を行う方式のこと．

●ファイル転送方式

　コンピュータ問でネ7トワークを介してデ購
タの受rナ渡しを行うときに噂フ7イ’レというまと

まったデータ単位で送信する方式のこと。

●フオルトトレラント構成

　システムの一部が数障しても、全体には影

屡盲与えずに処理が続けられ．その閥に哉

璋部分を修理・…芝換してシス予ムが復旧され

る構成をいう、

●ミラーリング

　2台のハードディスケに薄して全く同じデー

タを害き込み◎一方のディスクに障害が発生．

してもデータに損害老与えないための棲購の『

こと．
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2r住民基本台帳ネットワークシステム』の擬要

鋤高セキュリティシズテム

　　　　盒国サーバ及びCSとの遅信に際しては、最新の語証技術や暗号化技術を採用し、データの盗聴、改

　　　ざん、破壊、盗難及び端末操作者のなりすまし等の不正利用を防止できるので、セキュリティ面でよa

　　　安全なシステムです。

　　　高信頼性システム　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　都道府県サーバは、フォルトトレラント構成またはクラスタ構成を採用し、磁気ディスクのミラーリン

　　　グ等により高信頼性システムを実現します。

㊤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　システム利用者支援　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　GUKGraphi占al　User　lnter石aoe）準を用いたわかりやすく操作性のよい画薗構成、画面展開を実現してい

　　　ます。

●GUl
　働phi開I　Uscr馳r』o階の略。ビットマッブ

　ディスプレイによる図形表示等、視覚的な要

　棄を多用して、コンピュータの罠作性やユー

　ザに対する情報伝逢を向上させたインター7

工一ス．

一11一
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4指定情報処理機関システムの特徴

システムは、全国民の本人建認情報を管理するため、何よりも個人情報の適切な保護措置を最優先

課題に構築レています。特徴としては、①高セキュリティシステム、②高信頼性システム、③システロ

ム利用者支援、などが挙げられます．

⑬システムの鞭図

霧難灘羅灘壼鑛斐鍵謄蕪縫麺鍵灘慶携灘難羅灘羅
一一騨再一一隅幅隔一〇一一P一一－嘗陶辱一』一，一一噂層一聯一r　　惹9

①塗国サーバ

・繍歯，鴫、∫轡

　　　　　　　　　團　プリンタ
　　　　　　　　1嚢

　　　　　　　　1　　　⑥注題本台帳カード
　　　　　　　　1　　受齢行藁置
　　　　　　　　1　　蔭
　　　　　　　　i麺
　　　画i④℃カード
　　　　　ブリンタ　1　　ワーダ／5イタ

　　　　　　　　　　　　②ネツトワーク
　　　　　　　　　　　　監観欝置

牌

ブリンタ

B
5
一
ー
置
ー
ー
ー

一一

騰、1

　一一
　＝
u” ｝，

．1渉

ー
1
陰
』
崖
魯
o
I
i
8
ー

諺〔　船■r 塾 榊’閥電　　幽
1
匿
　

・
陰
一
1
5
，
嗣
1
馳

⑥鵬本台
挙…齢行藁

興
犀　　　　一一　　騨

一
量

喧
，
，
『

i［垂亜ヨ
　　　　　　　驚

騨

暉
－
匿
蓼
U
I
I
I

，、’♂

」｛

掌、㍉
ブリンタ

鼻

一一輔

　　　　ブリンタ
冒　甲

　　□・ヨ署昌

認

『
l
l
B
；
軍
置
1

④℃カード

ワーダ／5イタ

麟　②ネ
　　　　　監厨邑

l
I
ー
！
　
8

厘
冒
I
o
’

罵　辱
③鱗末

’蜜縄翼　　む．　塘

　　　論 ト

脇

ブリンタ

鞠⑦瀦揚．『，、

　　ルータ

国の機開等

£国子ツトワーク
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2r住民基本台帳ネットワ→システム』の擬冨

Oシス弘の機器の轍と顯
番号 機　器　名 機　　　器　　　概　　　要

① 全国サーバ 宝国民の本人確認情報を記録、保存するサーバ。高信頼性システムを実現するクラスタ

構成．データベースサブシステム、情報提供サブシステム、業務サブシステム、運用管

理サブシステム及び検索サブシステムで構成

｛2ン ネットワーク監視装置 住基ネットワークシスチムのネットワーク機器の監視やサーバの稼動状況の把握を行

う装置

⑧ 業務端宋 指定情報処理機開の業務を行う端末装置。本端末装置では、住民基本台帳カードによる

本人確認を実施

④ lCカードリーダ／ライタ 住民基本台帳カード及び操作者刷Cカードの読み誉き用機器

⑤ コールセンターサーバ コールセンター担当部門に寄せられる問含せ情報を管理するサーバ

⑥ 住民基本台帳カード委託

発行装置

市町村からの委託を曼け住民基本台帳カードを発行する装置。なお・住民基本台帳カー

ド発行サーバには機密情報を安全に保管管遅するための耐タンパー装置を内蔵

⑦ 禽国ネットワーク接続用

ファイアウオール

盆国ネットワークヘ接続する場合に、指定情報処理機関への不正アクセスを防止する住

基ネットワークシステム専用の機器

　　　高セキュリティシステム
　　　　最新の認証技術や暗号化技術を採用しており、データの盗聴、改ざん、破壊及び盗難、端末操作者
　，

　　　のなりすまし等の不正行為を防止します。

　　高信頼性システム
　　　盆国サーバをはじめとするシステム構成ハードウェア及びネットワークの二重化によりサービスの

　　連続性を維持し、障害が起こりにくいシステムとなっています。

㊨　　システム利用者支援
　　（の遠隔監視の実現
　　　　ネットワークシステム全体の効率的運営を確保するため、ネットワーク全体を常時監視する機能

　　　　があります。

　　（2コールセンター機能の提供

　　　　市町村及び都道府県の業務運用準当者やシステム管理者からの技術面ま揖は運用面の問合せを、

　　　　一元的に受位けて対応するコールセンター機能を提供します，

　　（3）操作性・運用性の追求

　　　　GU（Graphical　User　hterface）を用し、たわかりやすく操作性のよい画面構成、画面展開を

　　　実現します．
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5住民基本台帳カードの特徴

　住基ネットワークシスチムの住民基本台帳カードは、本人確認を確実に行うための

重要な構成要素であることから、高いセキュリティ機能を持つICカードを採用して

います。

⑬住塵本台帳カードの鞭

　　〔1｝住民基本台帳カードの交付

　　　　　住民の申請により、住民の注所地の市町村長が住民基本台帳カードを交付します。（携

　　　　帯が義務づけられることはありません，）

　　（2》カード内に記録する情報

　　　　　・住民票コード

　　　　　・パスワード

　　　　　・公開鍵暗号方式＊に対応したカード固有の鍵情報

　　（3）カードの表面に記載する事項（予定）

　　　　　・Aバージョン（氏名、有効窮限、交付地市町村名）

　　　　　Bバージョン（氏名、育効期眼、交付地市町村名、住所、生年月臼、性別、写真）

　　　　　※A、Bのいずれを選ぶかは、住民が申請時に選択レます．

　　（4｝カードの有効期間

　　　　　有効期間は10年聞です。有効期間が満了後も、希望する住民には、再交付されます．

　　（51市町村の独自サービス
　　　　　臼市町村の猛自サービスの範囲は条例で定める目的に限定されるので、市町村が許可し1

　　　　たアプリケーシ∋ン以外のアプリケーシ…ヨンを搭載できないシステムになっています。

　　　　また、住基ネットワークシステムサービス以外にどのような市町村独自サービスを受け

　　　　るかは住民が選択します。

　　16｝カードのセキュリティ対策

　　　　　なりすまし、偽造、改ざん等に対し、安全性・信頼性の高い各種セキュリティ対策が

　　　　講じられています．

　　　　　住基ネットワークシステムサービス利用工リア、市町村独自サービスエリアは、それ

　　　　ぞれ独立しています。したがって、住基ネットワークシステムから市町粗独自サービス

　　　　ェリアの惰報ヘアクセスすることはできませんし、住民票コードは、市町村独自サ門ビ

　　　　スエリアでは使用されません。

　　C7）点字工ンボス加工

　　　　　視覚障害者等でも住民基本台帳カードが使用できるように、住民の希望により表面に

　　　　点字工ンボス加工ができます。

（注）以上は、今後公布される政省台により、変更が生じる可能性があります。

●公開鍵晴号方式
　晒号文を作るときの暗号化と、暗号文

　を解院するときの畿号に異なる鍵奢使用

　する暗号方試のこと．一方の箆表穆宙に

　しておいて、蝕方の鍵壱公開することが一

　できる。∫非対称磧号方式』とも呼ばh

　る』
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2「住民基本台帳ネットワークシステム』の擬翼

○住聡本台励一ドのデザイン・イメージ例

目視角度により色が変化す’る特殊インク（プレ印刷）

…欝1難撰iii麟”灘”罰’”一’”’騰一’い’　”堺門門’｝呂”㌘’　脚マ

　繍　昌　　　　　　　　　　　誕灘羅
　　　　　住民基本台帳力rド．

」　　　　　　，
、＿一』一ノ
　　　　　2013年8月31臼まで育効

　氏　名　住基　太郎

　薄駐　△△市役所市民課τEL＝012－345・6789

隷　蹄　　　　お

、蘇躰叢窮ド竃F
，r；r一・、

鵜，△△市藤　慧
樋坦＝2購8月3・日ま磯　16差m

　生4身目昭和＃無朋牢相翻男
　氏　　呂　住基　太郎
　黛孝00県△△市？◇町2丁目2番1号
　堆堵薫△△市役所市罠課TEL；0エ2・345・678穿

，難鱗，

各種基本セキュ，’ディ機能㌦

サ　ビス独立性確保・相互干渉防止P

アプリゲーション

独立 独立 独’立 独立 独立
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β、亙隻曼萎渣識鰻塗訟烹乙盆盈量皇1嘆藁2癒豊、・

1住民票の写しの広域交付の流れ．

住基ネットワークシステムが稼働すれば、住民基本台帳カードなどの提示により住民は全国どこの市

町村でも住民禁の写しの交付が受けられるように琴り、行政サービスの向上が図られます。

　　　　　な

一｛6一



　　　　　ち
3「生民基‡台嬢ネットワーウシステム』の莱務の孟れ

○住民票の写しの広鮫付を行う場合に送信される儲

　　　住民票の写しの広域交付を行う場合には、住民票の写しに記載する事項を住所地市町村から送信す

　　　る必要があるので、交付を希望する住民の請求に基づき、最大8情報（①氏名、②生年月日、③性別、

　　　④続柄、⑤住民となった年月日・⑥住所・⑦住所を定めた旨の届出の年月Eヨ及び従前の住所・⑧住民

　　　票コード）力博用回線を通じて住民の住所地市町村ぴら豪付を申請した市町村に直接送信されます。

　　　　このため、都道府県のサーバにそれらの情報が記録・保存されたり、国の機関等に提供されること

　　　はありません。

④住民票情報の送信要求

専用回線

CS

・’ア

専用回線

　CS
・宅・ノ

⑧住民票情報の送信

①氏名　　　　　　⑥住所
②生年月目　　　　　⑦住所を定めた旨の
③性別　　　　’　　　届出の年月日及び
④続柄　　　　　　　　従前の住所・
⑤住民となった年月Eヨ⑧住民票コrド

〔住民基本台帳法）

④住犀票情報の溝信要求（第12条の2第1項、第2項）

　住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町

村長（以下、この条においてr住所地市町村長」という。）以外の市町村長に対し、自己又は自己と同

一の世帯に属する者に係る住民票の写し（中略）の交付を請求することができる（以下絡）（第1項）。

前項の請求を受けた市町村長（以下、この条においてr交付地市町村長」という。）は、政令で定める

事項を同項の請求をした者の住所地市町村長に通知しなければならなし、（第2項）。

⑧住民票情報の送信（第12条の2第3項）

　前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、取令で定める事項を交付地市町村長に遍知しな

ければならない。

ノ、
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｝

2転入転出の特例処理の流れ

　転入転出の特例処理とは、住民基本台帳カードを利用した場合の転入転出手続きのことを指し

ます。今住んでいる市町樋から他の市町村に住所を変更するとき、①住民はあらかじめ転出地市

町村長あてにr付記転出届」を郵送等により行えば・転入地の窓ロでは・②住民基本台帳力rド

を添えて・転入届の嬢出・③申講者の本人瑳認・④転入届の受理・で手続きが完了します・これ

により、住民は市町村窓ロヘは可回出向くだけですみます．』

　　　　　　　　付記転出届

　転出醐書醐の作　　蒲濁知’榊・瀬

　　　　　　　　醸磐灘欝

住民基本台帳カード

・18一



ヤ

3「住民碁本台帳ネットワークシステム』の柔務の流れ

○転入転出の特例処理を行う場合に送イ言される情報

　　　　転入転出の特例処理を行う場合には、転出地市町村から転入地市町村に対して、転出証明書に記載

　　　されている事項（①氏名、②生年月B、③性別、④続柄、⑤戸籍の表示、⑤住所、⑦転出先及び転出

　　　の予定年月日、⑧住民票コード、⑨国民健康保険の被保険者である旨等、⑩介護保険の被保険者であ

　　　る旨、⑪国民年金の被保険看種別等、⑫児童手当の支給を受けている旨）が専用回線を通じて直接送

　　　信されます。

　　　　このため、都道府県や指定情報処理機聞のサーバにそれらの情報が記録・保存されたり、国の機闊

　　　等に提供されることはありません。

　　　　従来は、住民は転出地市町村で転出証甲書を交付してもらい、これを添えて転入犀を行う必要があり

　　　ました。注民基本台帳カードを利用した場合は、転出地市町村長あてにr付記転出届」を郵送等で行い、

　　　住民基本台帳カードを転入地市町村で提示し、転λ届を行えばよくなります．つまり、転入地市町村の

　　　窓ロに1回出向くだけで転入転出の届出が済みます。

．専用回線

CS

　　　　　　　　　涌ご．〆
④r付記転出届」を受けた

転出地市町村長への通知

喜用回線

⑧転出地市町村長から転入地市町村長への通知

①氏名　　　㊤注年月B　　　③性別
癖続柄　　　⑤戸霜の表示　　⑤住所
¢転出先及び転出の予定年月日　　⑧庄民票コード

蕊国民健康保険の被保険者である冒等

⑩介護保険の被保険者である旨
㊨国民年孟の被環険看腫別等
⑫児麗手当の支給を受けている冒

専用回線

　CS幽．．

　＿〆

〔住民基本台帳法〕

④τ付記転出届」を受けた転出地市町村長への通知（第24条の2第3項）

　　（住民基本台帳カードの交付を受けている者が郵送等によるr付記転出届』を転出地市町村に握出した場合）

　r転入地市町村長」は、付記転出届を受けた転出地市町村長に通知しなければならない．

⑤転出地市町村長から転入地市町村長への通知（第24条の2第4項〉

　転出地市町村長は、前項の規定による通知があったときは、政令で定める事項を転入地市町村長に通知しなけ

ればならない．

◎住民票の記載等のための市町材長間の通知（第9条第1項）

　市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した看につき住民蒙の昂載をしたときは、遅滞

なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない．

一19¶



3本人確認の流れ

　住民票の写しの広域交付や転入転出の特倒処理でもっとも大切なことは、申請者が本人である

かどうかを正しく確認したうえで事務処理をすることです．この本人確認に住民基本台帳カード

を利用した場合の流れは、下図のとおりです．

（①カードパスワード入力）

④本人確認結果表示
（申請内容と、画面表示の
内容とを照合します，）

＼＝・

　丈

　　　　ひ＼

瑠繕1’

③本人確認結果

③本人確認結果

脇蝶聡番鷹懸総’

・20一



3r住昆基本台帳ネットワークシステム」の茱務の諦れ

4住民基本台榎カードの交付の流れ

　希望する住民はだれでも、住所地の市町村で申請すれば住民基本台帳カードの交付を受けられ

ます。市町村で住民基本台帳カードの交付を行う場合めカード交付作業の流れは、下歯のとおり

です，

○カード交付牒の流れ肺町村でカードを作成する場合）

①
カ1
ド

交
付
申’

請’

受1

付

②
申
請
内
容
登
録’

　　　　③
　　　　カ．
　　　　1・7初
　　　　ド！期，

嶋尉羅吻

④
カ1
ド

交
付

⑤
パ

スカ
ワI
lド

ド育
設効
定化

⑬作業囎と作業酪

番号 作　業項　目
』季一一ガ18　　　作3胃『’，桑，＝【1　ら内　＝　容　　　’4隙

① カード交付申請受付 希望する住民から住民基本台帳カード交付の申請書の受付、本人確認や二篁受付チ

ェック、交付済みカードの状態確認

② 申請内容登録 申講内容をシステムに登録

曾 カード印刷・初潮データ

書込

住民基本台帳カード表面に氏名、写真などを印刷。カード内1こセキュリティ属牲な

どを設定し、住民票コードを記録

④ カード交付

住民基本台帳ヵ一ドを申請した住民に対して・カード交付通知を送付。住民の持参

したカード交付通知をもとに本人確認を行い、カードを窓ロで交付。ただし・劔日

交付の場合は、カード交付通知の送付はない　・

⑤
パスワード設定・

カード育効化

住民が住民基本台帳カードにバスワード亭を設定する．パスワードの設定によりカー

ドは利用可能になる

●パスワード

　＝ンビュータシステムの安全性や信籟性

を維持するために、本人しか勃別力tできな

いような数字や文字列を符号化しておく甲

この符号をパスワードと呼ぴ、正当な利用

者かどうかを判馴できる．つまりし「住民基

本台帳カード」を詞用する際にば。正しい

パスワードの入力がなけれぱ住民蕊本台

娠カードを詞罵すること1まできない●

一21一
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5行政機関（国・地方公共団体等）への本人確認情報の提供

注基ネットワークシステム構築の目的はr住民サービスの質的向上と事務処理の効率化」です。住民が

本人であることを確認するための「本人確認情報」を行政機闘（国・地方公共団体等）へ提供する場合は、

何よりも檀人情報（プライバシー）の保護を最優先とする観点から、住罠基本台帳法に明確にその提供先

と利用目的を限定して規定され、個人情報の保護について技術面、運用面からも適切な対策を講じること

としています。

《》指定鰯処理機関から即機開等への本人確認㈱提供の流れ

　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．！

　　　　　　　　　＼＼

　　　　＼　即機開等　　　　・　』／
　　　　＼、のサ剛　　號　　／／
　　　　　　＼　　　　　蝿望田　　　　　　／
　　　　　　　、＼
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　　　　、
3r住民基本台帳ネットワーウシステム』の業務の流れ

○行磯関個地方公共団体等）に情報提供を行う胎
　　　　市町村は本人確認情報（①氏名、②生年月日、等③性別、④住所、⑤住民票コード、⑥付随

　　　情報）を専用回線を逼じて都道府県に通知し、都道府県が都道府県サ」バに記録・深存しま

　　　す。都道府県はぐさらに専用回線を通じて指定情報処理機闘に通知し、指定情報処理機闘が

　　　盆国サーバに本人確認情報を記録・保存します。

　　　　指定情報処理機関は、記録・保存した本人確認情報を住民基本台帳法の規定に基づき、行

　　　政機闘（国・塘方公共団体等）に提供します。国の機関等への提供手段としては・電気通信

　　　回線を用いる場合と電子記録媒体を用いる場合があります。なお、第三書による不正アクセ

　　　スによる漏えい、盗聴ができないように、送受信情報はすべて暗号化することとしています．

〔住民基本台帳法〕

④行政機関（国・地方公共団体等）への本人確認情報の提供

　　（第30条の7第3項から第6項まで、第30条の10第1項第3暑から第6号まで）
　都道府県知事は、別表第マの上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処

理に閏し、住民の居住闘係の確認のための求めがあったときに限り、政令で定めるところにより、

保存期間に係る本入確認情報（中略）を提供するものとする（第30条の7第3項：都道府県

知事からの提供、第30条の10第1項第3号：指定情報処理機闘からの提供）。

　都道府県知事は、次の各8のいずれかに該当する場合には、（中略）当該都道府県の区域内の

市町村の覆町村長その他の執行機関に対し、保存期聞に係る本入確認情報を提供するものとする。

　（各暑　略）（第30条の7第4項：都道府県知事からの提供、第30条の｛0第1項第4暑：

指定情報処理機閏からの提供）．

　都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、（中略）他の都道府県の都道府県

知事その他の執行機関に対し、保存期間に係る本入確認情報を提供するものとする。（各号　略）

　（第30条の7第5項＝都道府県知事からの提供、第30条の10第1項第5号1指定情報処理
機関からの提供）。

　都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当ずる場合には、（中略）他の都道府県の区域内の
宙町村の市町村長その他の執行機関に対し、保存期間に係る本人確露情報を提供するものとする。

（各暑　曙）（第30条の7第6項：都道府県知事からの提供、第30条の10第1項第6号；
指定情報処理機関からの提供）．

⑧都道府県における本人確認情報の利用（第30条の8第1項・第2項）
　都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保存期聞に係る本人確認情報を利

用することができる。（各号　略）（第1項）

　都道府県知事は、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから

条馴で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、保存期問に係

る本人確認情報を提供するものとする。（第2項）
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4駐駿杢倉鰹、塾7＝2泌塾惚翼思璽薫薮

1共通運用時間帯

　住基ネットワークシステムのサービスは、市町村、都道府県及び指定情報処理機関が連携して

はじめて成り立つものであるため、それぞれに共通の運用時問帯を定める必要があります。共通

運用時間帯の設定にφたっては、次の6つの基本ポイントを条件としています。’

⑬共通運用時鵬設定の6つのポイセト

　　　11）起動＝r全国サァバ→都道府県サーパ→CS」の順とします。

　　　　停止：rOS盛都道府県サーバ→全国サーバ」の順とします・

　　　（2り市町村での広域サービス廓提供の鐸D業務受柑時聞帯をr共通運用時間帯」として、牟国統一

　　　　します。

　　　｛3）都導府県サーバのオンライン運用終了時刻は・各都道府県で設定します・

　　　｛4）CS、都道府県サーバ及び全国サーバでのB次処理は、オンライン運用終了後に行います。．

　　　‘5｝士躍日、日躍日、祝祭日及び年宋年始（12月29日（’1月3日）は、共通運用時聞欝の対象

　　　　外とします。
　　　16）共通運用時蘭帯以外の運用（サービス時間の延長）として、以下の例外があります。

　　　　①自市町村内で完結する事務処理

　　　　②閨係市町杖と調整後の住民票の写しの広域交村

　　　　③都道府県と調整後のr本人確認」

（

●広域サービス
　住民票の写しの広域交付や謹入転出手
　続の特剖処理などの行致サービス，

一24一



　　　　　‘、
4「隼民基本台聾ネットワークシステム』の運用の流れ

《》腿ネットワークシス弘の共麗驕間帯

　　　　全国統一された共通運用時間帯を設定しへ運用します・

共通運用時問帯

時間

一ド 9；OO
共通運用時間帯 17100

▼鋸サー膿判 ▼途国サーバ停止

オンライン運尾 日次処理

　　全国サーバ更新処理

部逼癒県サ　バから更新要求憂国

｝　　　　　　　最終回答
　　　最綬要求

▼獅県サトバ闘

オンライン運馬

都遵応県サーバ鶯罰処理

C＄から更新要求…至f聾

▼都道油県サーバ序止

B次摯琿

最経回箸

▼cs起動
最経要求

▼CS停止

オンライン運馬
目一

処

、窓o籍蔓敵広域襲ビズ∫

CS更新処理

一病一一李
凡例

一CS、都道厨県サーバ、皇国サーバ聞でデータ更新可能

窓o叢溜受付（広域サービス）

　・・市町櫓で羅ロ業務及ひ広域サービス可能

　・・日次処理（統計処理、データベースパックアッブ等）

・25一
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2システム運用

　住基ネヅトワークシステムの運闇にな、①監視機能、②フアイルデリバリ機能、③コールセンター

機能、④ジョブスケジューラ機能という4つの運用管理機能が実現されています。

04つの翻管離能
　　　1の監視機能
　　　　　CS、都道府県サーバ、盆国サーバ及びネットワーク機器を対象とした監観擾能喰により高い悟．

　　　　　頼性、安全性を確保，

　　　②ファイルデリバリ機能

　　　　　業務プログラムや各種ファイルを全国サーバからCSや都道府県サ｝バに自摯配信マ能・これに

　　　　　より、運用業務の大幅な削減を実理。

　　　｛31コールセンター機能

　　　　　市町村及び都道府県からの問合せや障害連絡を、指定情報処理機関内に設けたコールセンターで

　　　　　一元的に受付け、回答することにより、システムの利便性向上と効率的な運用管理業務を実現．

　　　㈲ジョブスケジューラ機能

　　　　　CS、都道府県サーバ及び全国サrバを決められた時刻や順序でジョブを実行することにより、

　　　　　ジョブスケジュールを管理・実行。

3システム運用体制

　運用体制は、市町村、都道府県及び指定情報処理機聞が圃力して運営することを前提としています。

市町村や都道府県には、運用責任者としてrシステム管理者」を設置します。指定情報処理機関には、

市町村や都道府県からの問合せや障害連絡を一元的に受付けるrコールセンター」を設置します・

（

●監視機能
　住基ネットワークシステムの葎動状溌をモニタリ

ングし腎障害発生時などに迅達な対応をする椴

能．籍定情蔽廼理接関内にネツトワーク監観装置

を設置する．

P26一



　　　　、
4　「住』民基本台帳ネットワークシステム」の運罵の毒れ

o翻体制

野　　　　　　　　’

駝　　　響

氏　　　、・㌍麗一謬一；一・・一欝
　、、　、黒

汽
　　緊

硝鋪

爵
声　　　　　　　　　　　　　一一’　P∴　　　　・　」』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

　　抄

　　葦331一藤齢酬督・・μ、欝翻嬉‘、、，

‘∫穫、
　　　儀，一融㌦一　＝甲乱臼泌r，

　　　　　　　　¢

軸蒔漂

⑬翻担当とその業務糖

－　、㌧臼” 都道厨県 ・潴定騒処理麟薦

職員からの問合せや障害運絡をコー 臓員からの間合せや障害運絡をコー システム管理部門に所属する担当
ルセンターに問aせ．また、市町村 ルセンターに聞合せ．また、都道府 春．皇国のジステムの監視や運転

シヌテム菅理者 における最低限のシステム運用を実 県における最鱈限のシスチム運用を 障害が発生した場合の切り分けや原
施， 臨 因の究明．専任のシスデム冒理者を

設置．

運用／保守に開する市町穆のとりま 運用／保守に閉する都道層県のとり 運尾／保守に開する宝体の統括．運

とめ．また、市町村で発生した障害 まとめ，また、都道府県で発生した 用計画の策定や聞是醗生時の最終翔

への対応（システム管理書力曝務も 璋害への対応（システム管理者が兼 断．発生した障害の復旧手配や対癒．

システム管理都閂 可能）。 務も可能）． 市町村や都道府県で発生した障書に
ついても、一元的に復旧の手配。陳
則として、市町村や都道窟県の業務
時間帯に：対応

市町村や都道層県のシステム管理百

⊃一ルセンター 『 ｝
からの問台せや障害連絡に対愈．甫
町村や都道槻の業務時間帯に対

臥
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4コールセンターの設置と役割

市町村及び都道府県からの問合せや障害連絡を、一元的に受付け、回答するために、指定情義

処理穣闘にrコールセンター」を設置します。コールセンターでは、受付や回答の内容をデータ
ベース化して、過去の回答を参照しながる迅速かつ潭確な対応が行えるため、市町村こ都道府県

及び⊃一ルセンター相互のシステム管理部門の事務処理の負担を軽減でき、効率化が図れます。

頓コールセシターの概要．

市町村二

・都道府県1’

　　　　　　　匿　　　　　　　1
　　　　　　　；
障害連絡’　　1

・間含せ　　　　1

　　　　　　　8

　電話、F痴く、

コールセンター端宋

コールセンター

　サーバ

1
　　　　　　『　回筈　　　　　　1
　　　　　　｝
　　　　　　；
　　　　　　｛
　　　　　　；
　　　　　　2
　　　　　　1
鰐連絡　　卜
問合せ　　　　1

寧
寧
寧
窮
璃
も 回答

｝

ノ

　　　　　　　1　回答　　　　1
‘　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　，
　　　　　　　1
　　　　　　　、、

　　　　き

⊃一ルセンター

　担当奢

『帽・　　’

．羅
1灘曜
噌
障
害
対
応

〆一一一一一一〔三ヨ盛三〕、

ぐ

一（’

シスチム管理部門

⑬コールセンターの主な業務

　・市町村及び都道府県からの操作方法、故璋時の対応方法等の各種問合せの受付及び回答。
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5、廻ム塵黙護2蕪砂鱗嚢＿

1制度（法令〉、技術、運用の3つの側面

　住基ネツトワークシステムは、住民の大切な個人情報を取り扱うことから、個人情報の傑護を最も

重要な課題としています。このため、飼人情報保護に闘する国際基準（OEOD8原貯）を踏まえたうえ

で、制度（法令）、技術、運用の3つの測面から個人情報を保護する対賓を講じています。

／

⑬制麺から㈱策
　　　111磁気アィスクに記録する情報をr本人確認情報」に隈定しています．

　　　　※本人確認惰報＝①氏名、②生年月Ei、③性別、④住所、⑤住民票コード、⑥付随情報
　　　〔2｝本人確認情報の提供先、利用目的を住民基本台帳法で明確に規定しています。

　　　⑧民間における住民票コードの利用を法令で禁止しています。

　　　14）r安全確保措置」、r秘密保持（罰則付）」を義務付けています。

　　　〔5）技術面及び運用面の対策を「セキュリティ基準」（総務省告示）に規定しています．

⑬技術酌らの対策
　　　11》外部ネットワークからの不正侵入・惰報の漏えいを防止します。

　　　　・安全性の高い専用回線でネットワークを構築

　　　　・通信データの暗号化・復号寧

　　　　　　　　　　◎　暗号鍵暗号　？し　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※△□？XM．S

　　　　　　　　　　　　　　　　　　÷H篇．赴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　復号　　　　B町

　　　　・専用回線とルータの間にファイアウォールを設置

　　　　・逼信相手となるコンピュータとの相互認証

　　　　・電磁波漏えいを防止する機器を採用

　　　　・全国センターにr侵入検出装置GDS）」を設置
　　　12）システム操作者の目的外利用を防ぎます。

　　　　・操作者剛Cカードやパスワード等による厳重な確認

　　　　・住基ネットワークシステムに蓄積されているデータヘの接続制限

　　　　・不審な業務パターンの常時監視

　　　　・データ通信の履歴管理及び操作者の履歴管理
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4　　　　・ログ（使用記録）取得及び定期的な監査

爵翻面からの対策　業騰　　　　サーバ
　　　運用管理を鐵底し、情蝦の漏えいを防ぎます。

　　　　・「本人確認情報管理規程」の制定による厳重な安全確保措置

　　　　・地方公共団体における、体制、規程等の整備に係るセキュリティ対策に闊する指針を作成

　　　　・指定情報処理機関に本人確認情報保護黍員会を設置・都道府県に審議会を設置

　　　　・本人確認情報の漏えいのおそれがある場合の緊急時対応計画の作成

　　　　・安全・正確性の確保捲置の地方公共団体職員及び本人確認情報の受領者への研修

●国際基準・OEGD8原則
　，9βD宰9月電OECDζ経蕩闘発協力壁

購）は、『プライバシー課護と遇人データの

国臣流返についてのガイドラインに関する

OEOD理事会勧告」を採採しな．巳原則と
は、①収薬翻限、②データ内容．③目的明

確、④翻用割限、⑤安全保謹。⑥公開、⑦

偲人参加、⑧貢総のそれぞれの陳則をい

つ9

●暗号化・復号

　データが第三者の不疋行轟によリ潟え
い、盗聴されないようにすることを踏号化と

い5．情報の受け手が暗号化された情韓を

元に戻すことを畿号というら

一29一

●侵入検出装置（工DS）

　「1n加額伽ユ）伽闊onβ蜘」の路
で、センサー部と管理装置で構成され、不

審な通信パターンの検出を行う．

“
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2制度面（法令）による個人情報保護対策

　平成劉年8月に公布されたr住民基本台帳法の一部を改正する法律」では、①記録する瀾人情報

の限定、②r本人確認情報」の利用及び鐸供制限、③本人確認情報の保護措置に？いて、明確に規定

しています。

●本人確認情報の記録

　都道府県、指定情輻処理機開は通知される本人確認情報を

磁気ディスクに記録することとしています，

　本人確認情報

悔響囲　齢ド〕

●本人確認情報の利用及び提供の耀限

本人確認情報を提傑できる国の行政機関等及ひ利用

できる事務処理の内容を法律で規定しています．

国の行政機開等

法律の根拠がない目
的外の利用禁止

●住民票コードの利用制限等

●提供状況の報告

造定情報処理挫闘は、本人確

認情報の提供伏況について、本

人確認傭報の提供先、堤供年
月、提供件数及び捷洪方法を少

なくとも年1回報告誉を作成
し、公衰しなければなりませ
ん．

　市町村畏等以外の者は、第三者に対し・住民票コードの告無を求めてはなり

葦せん。諜た、市町村長等以外の者は、業として、住民票⊃一ドの記録された，

データベースであって他に援供される予定のものを構成レてはなりません。

指定情報処理機鑓

　年次報告書

　・　”

　　　　民間
　　　　住民票コードの
　　　　利用票止

●役職員等の秘密保持義務等

　指定情報処理機闘の投員及び職員並

びに都道府県及び市町村の臓員嫉本人

確認情報処理等に開して知り得た秘密
を渥5してはなりません．また、秘密保

持義務規定に達反した者に頬しては、遍

営より重い罰則が課されます．

　　　　　　システム齪…者

臓員嚢

　　システム担当者

●本人確認情報の安全確保

　指定情譲処理機開、都道府県知事及

び市町村長は、本人確認情報の漏え
い、，減失、き損の防止及びその他の本

人確認情報の適切な管理のために必
要な措置を講じなければなりません．

（

●セキュリティ基準（総務省拳示）の策定

　住民基本台帳法令に基づき総務大臣が定める基準（「電気通儒回線を逼じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ラ＝

イスクヘの記豫及びその保存の方法に関する技術的基準」（平成14無総務省告示第334号））により、市町村、都道府県、指

定情報処理機開及び本人確認情報の提供を受けた行政機開に技術面及び運用面で十分な個人情報県諜対策を義務づけています．

・30一



5個人情毅渠護のたあの施筆

3技術面によるトータルセキュリティ薄策

個人情報の漏えい、改ざん、破壊、なりすまし等、住基ネットワークシステム上で考えられるあら

ゆる霞威に対して、システム、ネットワーク及び住民基本台帳カードそれぞれについて技術面による

トータルセキュリティを実現しています．

　　　　　　　　＠

住民基本台帳カードのセキュリティ対策

●パスワード設定によるカード青効化　　　●セキュア8Cカード発行方式

OパスワーF照合・カードロック機能8　　●輸送鍵の設定

●棺互認証蹴機能　　　　　　　　　　　　●強制アクセス制卿機能

●カードの一時厚止借置　　　　　　　　　●耐タンバー楼携ウ

工E当な注民茎本台帳カード

ストツプ

●パスワード1照合・カードロック機能

　住民基本台帳カードの詞用にあたり㌧住民

本人しか知り得ないパスワードで‡人かどう

か照含する。また、規定回数以上の照含に

失員ければカードは自動的に利用できなくな

る揺能がある．

●相互認証
　カード利用時にシステム闘の「公開鍵暗号

方式』による祖互の認証を行うζと．

●尉タンノく一機携（IOカード）

　lOカードに埋め込崔れたチップを二じ開1ナ、

盗透や改ざんを食てる者がいても、容易に不

正行義ができないよ5にした仕龍みを恥う．

一31一
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鱒システムのセキュリティ対策

　　　布町柑、都道府県艮び指定情報処理機闘におけるシステムセキュリティ対策としては・次のような

　　　個人情報の保護対策を講じています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，一曳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1謬♪1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲一一一　一一一F』嘱

蜜

垂
蜂

梅蹄一一’

塁

蒙

情報の送信を抑止します．

●ログ取得と監査

不正の監視、早期発見のために各種アクセ

スOグを取得保存し、定鑓的に監査します．

燕ぎ
●電磁波漏えい盗聴の防止

電磁波漏えい対簾の規格を具備した機器，

を採用し、デイスブレイ画面からの漏えい

電砥液を屋外から探知するなどのハイテク

盗遠を防止しますg

（

曳

喜　●ウィルスチェックプ臼グラム

葦ウィルス允ックプ醒弘を簡闘さ

（

●耐タンノく一装置

　全国サーバ、都運府県サーバ・CSなどに
　携銭して、セキュリティ上で茸要な慌籔がハ

　ード雛感から潰えいしないようにした装置の

　こと。

一32一
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、

5個人情報保護のための施策

⑤ネットワークのセキュリティ対策

　ネヅトワークはすべて専用回線による閉じたネットワーク構成となっています。また、ネットワー

クヘの接続個所にはファイアウォールを設置し、不正行為や不正侵入ができないようにアクセス制鋤

を行います。

漢 ●通信の暗号化

ネットワーク上の遍信デー潔は晴号佑することで。盗

聴・改ざんを防止します．暗号化は、共通鍵暗号方式嘩

で行い、暗号鍵（共通鱒の交換は公開鍵暗号方翁で行

います。また、暗号鍵（共通鍵）は通信ごとに変更しま

す．

　　　　　暗号鍵　　　暗号鍵
　　A市　　　　・・一、・、曙‘　　’　．・マ　　B市

，愈う轡回蝿

●電子記録媒体の暗号lb

　電子記録媒体でデータの受け
渡しをする場台も、格納するデー

タを暗号化します．

　一一一一一トー、

葦
拳
隙

警

髪
莚
髪．

馨

●通信相手相互認証

通信を行う際に畝勝ずお互いに通信相手の正当性を
認証（公開鍵暗号方式利用）してから通営することによ

り通信相手のなりすましを防止します．

●ログ取得と監査

　不正の監視、早期発見のために

各種アクセスログを取得保存し、

定期的に監査し唐す。

蓬
霧
鐸

＿・，．4あ　　　甜頭’岨斉脂～臨蹴”苛．一一一

1尋

蓬
藝

跨
き

轟

曇
馨
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φネットワークの物理的・論理的隔離

　専用回線の利用により第三者からの接続を隔離し、不正アクセス・不正侵

入を防止します．また、ネットワークの接続個所にはファイアウォールを設

’置し、不正行為・不疋屋入を防止します。

●ネットワーク機器での不正アクセス対策

　ルータ等のネットワーク機器に対しては、適切なアクセス制御とセキュリ

ティホールに対する対策を行います。

●不審な通信パターンの監視

全国センターに、「侵入検出装置αDS）」を導λし、£国センター内や外

部との不量な通屠バターンを監視・解析します．
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●共通鍵暗号方式
　暗号文を作るときの暖号化と、暗号文を解

　蔑するときの蜜号に尚じ鍵を使う暗号方式の

　ことg秘密属建暗号旗ともロ乎ばれる。
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＠住蹉本台帳カードのセキュリティ対策

　　　　住民基本台帳カードの交付に際して、住民の本人確認の正確性を確保するため、カード交付通

　　　知を住民本人に郵送し、住所地市町村窓ロでカード交付通知書と引き換えに住民基本台巌ヵ一ド

　　　が交付されます。また、住民基本台帳カードには本人固青のパスワードが設定され、利用するた

　　　びにパスワードの照合作業を行い、なりすまし行為などの不正を防止できるように構成されてい

　　　ます。

ヵ一ドのなりすまし対策’

●相互認証機能

　カード利用躇には、必ずシスヲム間の相互認

証1公開鍵暗号方式利用1を行い、カードのなり

すまし、偽造、改ざんを防止します。

●パスワード照合・カードロック機能

　カード利用時には、必ずパスワード照合を行

うことにより住民のなりすましを防止します．

また、規定回数以よの照合失敗により、カード

を自動的にOック伏態にします．

●姻タンパー機構

チッブのこじ開け等の攻馨があってもメモ

リ内の情報が誘み出せないようにレまず．

●カードの一時序止搭置

　カード盗難・紛失時には、住民の届出により

カード交付管理システム上一時停止措置をとる

ことにより、不正利用を防止します，

●強制アクセス制卸機能

　利用権限のない者のカードに対ずる不正ア

クセスを防止します．

ガード交付時のゼギヨ了」ディ対策

●セキュア！Cカード交位方式

　偽造などが容易にできないよう耐タンパ

ー蓑置を利用した安全なカード交付を実現

します，

♂牽卒付カーr域の盗難による不正利！用対策一

6バスワード設定によるカード有効化

住民によりバスワードを設定していない束交付カー

ドは利用できないようにします．

（
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5眉人情韓保護のための施簑

4運用面による個人情報保護対策

　指定悔報処理機関においてはr本人確認情報管理規程＊」に基づいて厳重な安盆確保措置を図り、

また、地方公共団体における体制、規程等の整備に係るセキュリティ対策に関する指針を住基ネッ

トワークシステム推進協議会＊において作成しています。指定情報処理機関にはr本人確認情報保護

委員会」の設置、都道府県には本人確認情報の保護に関する審議会の設置が義務づけられています．

万が一の際には、緊急時対応計画によりネットワークの運営を停止するなど、個入情報の保護を最

優先した運営を行います．さらに、地方公共団体職員及び本人確認情報の提供を受ける行政機関の

職員への研修を行います。

本人確認情報管理規程

●入退呈管理規則
　指定情報処理機閉は、本人確認情報の電子計専機処

理等を行う施設1こおける入退窯管理のため必要な事項

を定めることになっています。

●本人確認情報取扱規則

　指定情報処理機開は、本人確認情報の電子計

算機処理箏を行うにあたり、遵守しなければな

5ない事項を定めることになっています。

r．や、二・』チ‘一

●鉢制の整備 ●規程の整備

各地万公共団体は、住基ネットワークシステムの運 各地方公共団体は、セキュリティ組鐵規程、

営に係る責任体制、監査体制を確立するとともに、職 入退室管理規程、………託管理規程等住基ネットワ

員に対する教育・研修を行うこととしています． 一クシステムの運営にあたり轡要な規程を定め

ることとしています。

本人確謡情報保護委員会、…審護会一ず

●本人確認情報保護委員会の設置

　指定情報処理機聞に殺置する本人確認情報保護委員

会は、本人確認情報の保護に開する事項を調査審議し、

これに闘し必要と認める意見を指定情報処理機開の代

表暫に述べることができます．

O都道府県の審議会の設置

　都道府県に設置する審談会は、本人確認情報

の保護に開する事項を調査審議し、これらの事■

項に闘して都道府県知事に建議することができ
ます。

本人確認情報保護蚤員会

　　1　　置

　都道府県の畜議会

●本人確認情報管理規程
　住民琳台蝿法第3喋の1Bの規定によ
　り、揖定情義処理擾関は、本人確認情報
　拠理事務の実施にあたり、「本人硅認情報

　管理規程」を定めて、欝務大臣の認可を受

　1ナな1ナればならないとされている魯

●住基ネットワークシステム推進協議会

　　指定情報処理機関の運営や住基ネットワ
　ークシステムの構築・運営について決定する

　機関であり、都道府県により構成されてい
　る。
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緊急時対応計画『

●指定情報処理畿関における緊急時対応計画

　指定情報処理機聞は、本人確認情報の漏えいのお

それがある場8の行動計画を前もって定めること

とされ、住基ネットの運営よりも本人確認溝離の保

護を最優先することとしています，

’
●
地
方 公共団体におけ弓緊急疇対癒計画

　各地方公共団体も、緊急時対応計画を定める

こととしていますが、計画弩の働著住基ネット

ワークシステム推進易議会において決定レて謬

ります．

♪轟教溺、恥働鰹・

●地方公共団体における教育・研修
　住墓ネツトワークシステムの稼働を前に、金国4

7都道冠県において担当者研修会を行うなど・セキ

ュリディ対策等についての教育・研修を行うことと

しています。

●本人確認清報の提供を受ける行政機開にお
ける数育・研修

　本人確認情報の提供を受ける行政携開において

もセキゴリチィ対策等に1ついて教育・醗修を行うこ

ととし、指定情報処理機麗が鵠力することとしてい

ます．

（
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　平成11年8月18日「住民基本台帳法の一部を改正する法律」（法律第可33暑1が公布され

ました。この改正法に基づき住基ネットワークシステムは構築されることとなり、実施のため

の施行期…ヨなどは改正法附則に規定されています。以下、r改正住民基本台帳法Jの骨子を述べ

ます。

⑬趣旨唯購本台帳ネットワークシステムの構築
　　　　住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、市町村の

　　　区域を越えた住民墓本台帳に関する事務の処理及び行政機関に対する本人確認藩報の提供を行

　　　うための体制を整備し、あわせて住民の本入確認情報を保護ずるための措置を講ずる。

O改正の内容

　　　（1）ネットワークシステムの活用に関する事項

　　　①市町村の区域を越えた住民基本台帳に闘する事務の処理　●施行期臼【C3
　　　　　住民票の写しの広域交付及び転入転出手続の簡素化

　　　②行政機闊への本人確認情報の提供　●施行期日［B〕
　　　　別表に規定した行政機関に対し別表に規定した利用事務のために本人確認情報（氏名、生年

　　　　月B、性別、住所、住民票コード及び付随情報）を提供（次頁参照）　　　　　　　　など

　　　（2）ネットワークシスデムの構築に関する事項

　　　①住民票コード　●施行期B［B］
　　　　住民票の記載事項としてr住民票コード」を追加

　　　②本人確認情報に開す蚕事務の処理　●施行期日四［B〕
　　　　　・市町村長から都道府県知事への本人確認情報の電気通信回線による通知

　　　　　・都道府県知事の事務
　　　　　別表に規定する国の機関等への本人確認情報の提供、都道府県での別表に規定する事務へ
　　　　　の利用など（次頁参照）
　　　　　・指定情報処理機関の事務
　　　　　都道府県知事から、総務大臣の指定する者（指定情報処理機開）に対し、別衰に規定する
　　　　　国の機関等への本人確言忍情報の提供事務などを委任（次頁参照）　　　　　　　　など

　　　（3）本人確認情報の保護措置に関する事項

　　　①市町村、都道府県及び指定惰報処理機闊における本人確認情報の保護措置　　●施行期目［Al

　　　［B］

　　　　安全確保措置、利用提供制限・闘係職員等の秘密保持義務1、苦情処理など

　　　②受領書である国の機関等における本入確認情報の保護措置　●施行朔臼［B］
　　　　安盒確保措置、目的外利用禁止、関係職員等の秘密保持義務など
　　　③都道府県知事又は指定情報処理機関への自己の本入確認情報の開示請求　●施行期日IB〕

　　　④民間の者の住民票コードの利用禁止　●施行期日［団

　　　　・民間の者の住民票コード告知要求禁止
　　　　・民間の者の契約の椙手方への告知要求禁止又は住民票コードの記録されたデータベース構

　　　　　成禁止（違反行為に対して都道府県知事の中止勧告・命令）

　　　⑤本人確認情報の保護のための罰則　　●施行期目囚［B］

　　　　・本人確認情報の秘密保持義務違反畜に加重罰則
　　　　・住民票コードの利用禁止1こ係る都道府県知事の中止命令違反者に罰則　　　　　　　など

　　（4）住民基本台帳カードに関する事項

　　　本人の申請により市町村長が住民基本台帳カードを交付　●施行期目［C〕

　　（5）その他所要の改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
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㊤施行翔
　　　［A］公布の日から起算して1年を超えない範翻内において政令で定める日（平成11年10

　　　　　月1日）
　　　　　（2）一②（指定情報処理機関の事務に係る部分に隈る。）、13）一①（利用制限に係る部分を除

　　　　　く。）、③一⑤（本人確認情報の秘密保持義務違反者への加重罰則IF係る部分に限る。）

　　　【B］公布の日から起算して3年を超えない範囲内1こおいて政台で定める目（平成づ4年8月5

　　　　　日）

　　　　　ω一②、（2｝一①、｛2）一②（指定情報処理機関の事務に係る部分を除く。）｛31一①（利用制

　　　　　限に係る部分に限る．）、13）一②、｛3卜③、13）一④、（3）一⑤（住民票コードの利用禁止に．

　　　　　係る都道府県知事の中止命令違反者への罰則に係る部分に限る。）

　　　［C，公布の臼から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日

　　　　　（11一①、141

．⑳r本人確認情報』の提供事例

　　　　住基ネットワークシステムにより・r本人確認情報』を提供できる事務は・①継続的仁行われ

　　　る給付行政、②資格付与等、佐民生活に闘係の深い行政事務であり、住民基本台帳法の別表に明

　　　確に定められている事務に限定されています（衰1及び表2に示した事例は、住民基本台帳法の

　　　割表から抜粋したものです。｝。

ζ

表1　給付行政に関する事例

行・政機’関 ㌧轟新’　・一』暖一4事壷務r，内ひ容・’

総務省 ・恩給等の支給（恩給法等）

国家公務員共済組8連合会、

地方公務員馨済組合等

・共済年金の支給‘国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法
等1

厚生労働省 ・業務災害・通勤災書に闘する保険紹付｛労働春災書補償保険法1

・基本手当等の支給（雇尽保険法1

都道府県知事 ・児量扶蓋手当の支給槻童扶養手当法》

表2資格付与に関する事例

・＿．』行P政・機’関r臼’ ギ臼塘学，記．掃｛♪事瀦務ξ謳内燧容燧賊艶　　い，．凄蟹芸黛製ギ

総務省， 無線局の許可1電渡法1

国土交通省 不動産鑑定士：の登録1不動崖の鑓定評価に闘する法律1

国土交通省または

都道履県知冨

建設業の許可健設業法1
宅地建物取引業の免許1宅地建物取…ll業法1

旅行業の登録（旅行業送）

建築士の免許健築士法｝

気象庁 気象予報士の登録1気象業務法1

都道府県知事 一般旅券の記載事項の訂正等倣券法）

都道府県知事 宅地建物取引主佳者資格の登録1宅地建物取引業法）

市町村の選挙管理……i員会等
同一都道府県の区域内に住所を移した者の当該都道窟県ρ選挙の
選拳権の確認1公職選挙法｝

（
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　　　『、
5　r改疋住島菩本台帳…去』骨子と聲母スケジュー’レ

O魑ネットワークシステムの稼働スケジュ」ル’

　　●一次稼働（平成44年8月5日）
　　　　公布の日から3年を超えない範囲内において政令で定める日から稼働するシステムの基

　　　本機能部分

　　　　・住民票＝〕一ドの住民票への記載の開始

　　　　・市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知

　　　　・指定情報処理機関から行政機闘への本人確認情報の提供

　　　　・本人確認情報保護委員会、都道府県審議会、安金確保措置義務、秘密保持義務

　　　　・住民票ゴLドの民問利用禁止

●二次稼働’（平成15年8月予定）

　公布の目から5年を超えない範囲内において政令で定める日から稼働する部分

　　・住民票の写しの広域交付

　　転入転出の特例処理

　　・住民基本台帳カードの交付
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